
新型コロナウイルス感染症に負けるな！ 

「さがみはら３９キャッシュバックキャンペーン」 

参加事業者を募集します 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために営業を自粛した市内事業者の皆さん

や、外出を控えた市民の皆さんへの感謝と経済の活性化に向け、キャッシュバックキ

ャンペーンを実施します。 

実施にあたり、以下のとおり参加事業者を募集します。新しい生活様式や感染防止

対策に取り組みながら営業していることをＰＲしませんか。 

市内経済回復の起爆剤になるキャッシュバックキャンペーンに、ぜひご参加くださ

い。 

 

 

 

 

 

【参加事業者募集概要】 

募集期間 令和２年７月１日(水曜日)から３１日（金曜日）まで 

参加条件 

相模原市で事業を営んでいること 

◆法人…本店又は主たる事務所が市内にあること 

◆個人…市内に在住していること 

キャッシュバックキャンペーンの開始までに、「新しい生活様式」や

感染防止対策を実施済の事業者であること 

領収書を発行している事業者であること 

対象外となる事業者や商品・サービス、参加条件等の詳細については、７月１

日（水曜日）以降、市ホームページのほか、各まちづくりセンターなどの公共

施設の窓口にあるチラシでご確認ください。 

申込方法 事務局まで郵送、または各まちづくりセンター窓口へ提出 

  

 

 

 

 

サンキュー 

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ６ 日 

相 模 原 市 発 表 資 料 

（対象外となる事業者例） 

・風俗営業等の規制及び事業の適正化等に関する法律第２条に規定する事業者 

・政治団体又は宗教上の組織若しくは団体 

・相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団等（代表者又は役員、従業員のうちに暴

力団員等に該当する者がいる事業者を含む）  

キャッシュバックキャンペーンの実施時期は、今後の状況により決定します。 



 

【さがみはら３９キャッシュバックキャンペーンの概要】 

〇対象 

・キャンペーンの対象は、本事業に参加している市内の店舗や事業所などで、購入等

をした市民 

・キャンペーンへの応募は、１人１口までで、申請は１回限り。 

・合計１５，０００円以上（複数事業者合算可）の購入等で、３，９００円を口座へ

キャッシュバック 

   （対象外となる商品、サービス例） 

    ・法律で値引きが禁止されているもの（たばこ） 

・換金性が高いもの（商品券、プリペイドカード、切手など） 

・消費喚起につながらないもの（公共料金など） 

〇開始時期 

決定次第、市ホームページなどでお知らせします。 

 

【さがみはら３９キャッシュバックキャンペーンのイメージ】 

 

問合せ先 
 
【事業者向け問い合わせ先】 
産業支援課 消費喚起協力金班 
電話 ０４２－７６９－８２４４ 
 
【市民（消費者）向け問い合わせ先】 
新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル 
電話 ０４２－８５１－３１９３ 


